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有機ＪＡＳ普及対策事業実施要領 

 

制定 令和７年 12月 16日７新食第 1836 号 

農林水産省大臣官房総括審議官（新事業・食品産業）通知 

 

第１ 通則 

農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業補助金交付等要綱（令和４年 12月２日付け４輸国

第 3859号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。）別表１の区分の欄７の

（２）の有機ＪＡＳ普及対策事業（以下「本事業」という。）の実施については、交付等要綱

に定めるもののほか、本要領により実施するものとする。 

 

第２ 補助事業者 

１ 交付等要綱別表１の補助事業者の欄 16の大臣官房総括審議官（新事業・食品産業）（以下

「総括審議官」という。）が別に定める者は、次に掲げるとおりとする。 

農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間企業、一般社団法人、一般財団

法人、公益社団法人、公益財団法人、事業協同組合、企業組合、協同組合連合会、特定非営利

活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人、協議会又はその他法人格を有しな

い団体で総括審議官が特に必要と認める団体（以下「特認団体」という。） 

２ 特認団体は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。 

（１）主たる事務所の定めがあること。 

（２）代表者の定めがあること。 

（３）定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規程があること。これらの定めのない

団体にあっては、これらに準ずるものがあること。 

（４）年度ごとに事業計画、収支予算等が総会において承認されていること。 

３ 特認団体の申請をする団体は、事業実施計画（交付等要綱第６第１項の事業実施計画をい

う。以下同じ。）を提出する際、別記様式１を併せて総括審議官に提出して、その承認を受

けるものとする。 

 

第３ 事業の内容等 

１ 本事業の事業内容及び経費は、交付等要綱別表１のとおりとし、経費のうち補助対象とな

る経費の範囲は、次に掲げるとおりとする。 

（１）有機ＪＡＳ認証取得等に係る経費（補助率 ２分の１以内） 

（補助対象経費） 

講習会等の受講料、認証申請料、書類審査費、実地検査費用（検査旅費を含む。）、検

査報告書作成費、判定費等 

（２）有機ＪＡＳの認証を行う登録認証機関（以下「有機ＪＡＳ認証機関」という。）の検査員

研修に係る経費（補助率 ２分の１以内） 

（補助対象経費） 

研修等の参加費用（受講料及び参加旅費）、研修実施費用（講師謝金及び旅費、会場借
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料、資料作成費、資料印刷費、通信費、消耗品費等）、広報費等 

（３）「有機農産物検査認証制度ハンドブック」改正等に向けた検討に係る経費（補助率 定

額） 

（補助対象経費） 

検討会に係る費用（出席謝金、出席旅費、資料作成費、資料印刷費、調査検討企画運営

費、通信費、消耗品費等）、調査に係る費用（人件費、報告書作成費、通信費、消耗品

費等）、作成費用（人件費、通信費、消耗品費等）、広報費等 

（４）上記（１）及び（２）の対象事業者の選定並びに実証結果の情報提供等に係る経費（補助

率 定額） 

（補助対象経費） 

賃金、会場借料、委員謝金及び旅費、通信運搬費、消耗品費、発信情報制作費、報告書

作成費、調査費、印刷費等 

２ 次の経費は、事業実施に必要なものであっても、補助対象経費に含めることができない。 

（１）建物等施設の建設及び不動産取得に関する経費 

（２）本事業の業務を実施するために雇用した者に支払う経費のうち、労働の対価として労働

時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費 

（３）事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費 

（４）補助金の交付決定前に発生した経費 

（５）補助対象経費に掛かる消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額（補助対象経費に含

まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和 63年法律第 108号）の規定に

より仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和 25

年法律第 226 号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗

じて得た金額をいう。） 

（６）その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費

であることを証明できない経費 

 

第４ 事業の実施期間 

本事業の実施期間は、令和７年度とする。 

 

第５ 採択基準等 

１ 交付等要綱第５の採択基準は、次に掲げるとおりとする。 

（１）事業実施計画が、事業の目的に照らし適切なものであり、かつ、事業を確実に遂行する

ため適切なものであること。 

（２）補助事業者が事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有していること。 

（３）事業費のうち補助事業者の負担分について、適正な資金調達が可能であること。 

（４）補助事業者は、有機ＪＡＳ制度に係る専門的な知見を有していること。 

（５）補助事業者は、同一の提案内容で、本事業以外の農林水産省又は他の省庁の補助金の交

付を受けていない又は受ける予定がないこと。 

２ 補助事業者は、本事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 
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（１）事業実施計画の作成に当たり、事業の目的を達成するための具体的な数値目標を設定す

るとともに、数値目標の達成に向けた具体的な計画及び数値目標の達成度を把握するため

のフォローアップに関する実施計画を作成すること。 

（２）補助事業者は、有機ＪＡＳ認証機関と十分に連携すること。 

（３）人件費を計上する場合は、「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化につい

て」（平成 22 年９月 27日付け 22経第 960号大臣官房経理課長通知）に基づき、算定する

こと。 

 

第６ 事業実施手続 

１ 事業実施計画の作成及び提出 

補助事業者は、交付等要綱第６第１項の規定に基づき、別記様式２により事業実施計画を

作成し、総括審議官に提出するものとする。ただし、交付等要綱第６第３項の規定に基づく

事業実施計画の変更（本要領第６第２項の重要な変更に限る。）、中止又は廃止の提出につ

いては、交付等要綱第 15の規定に基づく補助金変更等承認申請書の提出をもって、これに代

えることができる。なお、別記様式２に添付すべき資料であって、別に定める本事業の公募

要領に基づき既に提出のあった資料等と重複するものは、その添付を省略できるものとする。 

２ 事業実施計画の重要な変更 

交付等要綱第６第３項の総括審議官が別に定める重要な変更は、交付等要綱別表１の７の

（２）の有機ＪＡＳ普及対策事業の重要な変更の欄に掲げる変更とする。 

３ 事業の委託 

補助事業者は、他の者に本事業の一部を委託して行わせる場合には、次に掲げる事項を事

業実施計画の別記様式２の別添の「第１ 総括表」の「事業の委託」の欄に記載する。ただ

し、委託して行わせる事業に要する経費は交付等要綱第 11に基づき交付決定されたそれぞれ

の事業に要する経費の２分の１を超えてはならない。 

（１）委託先が決定している場合は委託先名 

（２）委託する事業の内容及び当該事業に要する経費 

 

第７ 事業の実施 

本事業のうち、有機ＪＡＳ認証取得等及び有機ＪＡＳ認証機関の検査員研修については以

下のとおり実施するものとする。 

（１）実施規程の作成 

補助事業者は事業の実施に際し、有機ＪＡＳ認証取得等の支援対象事業者（以下「認証

取得支援対象者」という。）又は有機ＪＡＳ認証機関の検査員研修に係る支援対象事業者

（以下「研修支援対象者」という。）への補助金の交付の手続（交付申請時及び実績報告時

の環境負荷低減のチェックシートの提出を含む。）等について、次に掲げる事項を記載した

実施規程を作成し、別記様式３により総括審議官に提出し、その承認を受けること。これ

を変更しようとするときも同様とすること。 

ア 交付対象要件の定義及び補助金の額 

イ 交付申請及び実績報告の手続 
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ウ 交付決定及び補助金の額の確定等の手続 

エ 申請の取下げの手続 

オ 事業実施計画の（変更）承認等の手続 

カ 補助金の支払の手続 

キ 交付決定の取消し等の手続 

ク 補助金の経理及び補助事業者による調査 

ケ 個人情報保護等に係る対応 

コ その他必要な事項 

（２）認証取得支援対象者及び研修支援対象者（以下「支援対象者」という。）の公募及び審査 

ア 認証取得支援対象者の要件は、有機ＪＡＳ認証の取得等をする者のうち、有機食品の

売り先を確保している者又は地域レベルで効率的に有機ＪＡＳの取組をグループ単位で

進めている者とする。 

イ 研修支援対象者の要件は、有機ＪＡＳ認証機関のうち、所属検査員の拡充、能力向上

を検討している者とする。 

ウ 補助事業者は、有機ＪＡＳ制度に係る専門的な知見を有する者から構成される審査委

員会を設置し、支援対象者を公募すること。 

エ 補助事業者は、事業実施計画を支援対象者に提出させ、審査委員会の審査の対象とす

ること。 

オ 審査委員会は、支援対象者から応募があった場合は、認証取得支援対象者にあっては

上記アに定める要件に、研修支援対象者にあっては上記イに定める要件に合致するか、

提出された事業実施計画が適切であるか等について審査すること。補助事業者は、審査

委員会の結果をもとに、採択する支援対象者を決定すること。 

カ 審査に当たっては、認証取得支援対象者が農林水産物及び食品の輸出の促進に関する

法律（令和元年法律第 57 号）第 37 条の規定に基づく輸出事業計画の認定を受けている

場合は、加点すること。 

（３）事業の実施に関する事項 

ア 事業実施計画の報告 

補助事業者は、採択した支援対象者の事業実施計画及び環境負荷低減のチェックシー

トについて、これらを取りまとめ、別記様式４により総括審議官に報告すること（審査

委員会で指摘があった場合には、その内容を適切に反映すること。）。 

イ 交付決定及び額の確定 

補助事業者は、アの事業実施計画の報告後、採択した支援対象者に交付申請書を提出

させ、交付決定を行うこと。また、事業実施完了後に検査を行い、補助金の額を確定し、

確定に基づき支払いを行うこと。なお、採択した支援対象者が補助金の交付を受けるこ

とができる経費は、採択した支援対象者が補助事業者による交付決定を受けた後に発生

した経費とする。 

ウ 事業の進捗管理、助言等 

補助事業者は、採択した支援対象者に対し、実績報告以外で必要な場合には、事業の

進捗状況を報告させ、必要に応じて助言又は指導を行うこと。 
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エ 実績報告 

補助事業者は、事業終了後速やかに採択した支援対象者に実績報告書を提出させるこ

と。 

 

第８ 事業実施状況の報告 

（１）補助事業者は、交付等要綱第 20の規定に基づき、事業終了後速やかに事業実施計画（別

記様式２）に準じて事業実施結果に係る報告書を作成し、総括審議官に提出するものとす

る。ただし、農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和 31 年農林省令第 18 号）第６条第

１項の規定に基づく実績報告書の提出をもって、これに代えることができる。 

（２）補助事業者が（１）の報告書を総括審議官に提出する際は、第７（３）エの規定に基づく

実績報告書をとりまとめ、併せて提出するものとする。 

 

第９ 報告又は指導 

総括審議官は、補助事業者に対し、この事業に関して必要な報告を求め、又は指導を行う

ことができるものとする。 

 

第 10 事業効果の調査分析 

（１）総括審議官は、本事業の効果について調査分析を行うため、補助事業者に対し、本事業

の実施に関し必要な報告を求めることができるものとする。その際、補助事業者は、正当

な理由がある場合を除き、当該調査分析に協力するものとする。 

（２）総括審議官は、本事業の効果の調査分析に必要がある場合には、関係行政機関又は当該

調査分析業務の一部を受託した第三者に対し、本事業の実施に係る情報を提供することが

できるものとする。 

（３）総括審議官は、（２）の規定により情報を提供する場合には、当該情報の漏えい、滅失

又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。 

 

   附 則 

１ この要領は、令和７年 12月 16日から施行する。 

２ ＪＡＳ・食品安全マネジメントの普及対策事業実施要領（令和６年 12月 17日６新食第 2092

号農林水産省大臣官房総括審議官（新事業・食品産業）通知）は廃止する。 
３ ２による廃止前のＪＡＳ・食品安全マネジメントの普及対策事業実施要領に基づく事業につ

いては、なお従前の例による。 
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別記様式１（第２第３項関係） 

 

番   号  

年 月 日  

大臣官房総括審議官（新事業・食品産業） 殿 

 

所 在 地 

団 体 名 

代表者氏名 

 

有機ＪＡＳ普及対策事業特認団体承認申請書 

 

１ 団体の名称 

 

２ 主たる事務所の所在地 

 

３ 代表者の役職名及び氏名 

 

４ 設立年月日 

 

５ 事業年度（  年  月～  年  月） 

 

６ 構成員 

 

名称 

 

 

 

所在地 

 

 

 

代表者氏名 

 

 

 

大企業・ 

中小企業

の別 

 

従業員数 

 

 

 

資本金 

 

 

 

年間販 

売額 

 

 

主要事業 

 

 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 設立目的 

 

８ 事業内容 

 

９ 特記すべき事項 

 

10 添付書類 

（１）定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規程（これらの定めのない団体にあって
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は、これらに準ずるもの）、総会で承認されている直近の事業計画及び収支予算等 

（２）新たに設立された団体にあっては、設立に関する関係者の協議、調整等を示す書類（創立

総会議事録写し等） 

 

（注）１ 記載事項及び添付資料が既に提出している資料の内容と重複する場合には、その重複

する部分については省略できることとし、省略するにあたっては、提出済の資料の名称、

資料の提出日、提出に係る手続名その他資料の特定に必要な情報を記載の上、当該資料

と同じ旨を記載することとする。 

２ 添付資料がウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、当該ウェブサイトの URL を記

載することにより当該資料の添付を省略することができる。 
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別記様式２（第６関係） 

 

番   号  

年 月 日  

 

 

 大臣官房総括審議官（新事業・食品産業） 殿 

 

所  在  地 

団  体  名 

代表者氏名 

 

 

令和〇年度有機ＪＡＳ普及対策事業の事業実施計画（変更、中止又は廃止）の提出

について 

 

 農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業補助金交付等要綱（令和４年 12 月２日付け４輸国第

3859号農林水産事務次官依命通知）第６第１項の規定に基づき、関係書類を添えて、事業実施計

画（変更、中止又は廃止）を提出する。 

 

 

（注）１ 関係書類として別添を添付すること。  

２ 変更の場合には、本様式中「事業の目的」とあるのは、「変更の理由」とし、変更前の

事業実施計画の事業の内容及び経費の配分と変更後の事業の内容及び経費の配分とを容

易に比較対照できるように変更部分を二段書きとし、変更前を括弧書きで上段に記載す

ること。ただし、事業内容のうち当該変更の対象外となるものについては、省略できる。 

３ 中止又は廃止の場合には、本様式中「事業の目的」とあるのは、「中止（廃止）の理

由」とし、当該箇所に事業を中止し、又は廃止する理由について記載すること。 

４ 事業実施結果に係る報告書として本様式を用いる場合には、件名を「令和 年度有機

ＪＡＳ普及対策事業の実施結果の報告について」とし、別添「第１ 総括表」及び「第

２ 個別事業実施計画添付資料」には実績を記載すること。 

５ 変更、中止又は廃止の提出の場合は、「第６第１項」とあるのは、「第６第３項」とす

ること。 

６ 記載事項及び添付資料が既に提出している資料の内容と重複する場合には、その重複

する部分については省略できることとし、省略するにあたっては、提出済の資料の名称、

資料の提出日、提出に係る手続名その他資料の特定に必要な情報を記載の上、当該資料

と同じ旨を記載することとする。 

７ 添付資料がウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、当該ウェブサイトの URL を記

載することにより当該資料の添付を省略することができる。 
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 別添 

 

第１ 総括表 

 

事業種類 

 

 

 

事業細目 

 

 

 

事 業 費 

 

 

負 担 区 分  

事業の委託 

 

 

 

備 考 

 

 

 

国庫補助金 

 

                

補助事業者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千円 

 

 

 

 

 

 

 

千円 

 

 

 

 

 

 

            

    千円        

            

            

 

 

 

 

(1)委託先 

(2) 委 託 す る 

事 業 の 内 容 

及び当該事業

に要する経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    計 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 事業種類は、交付等要綱別表１の区分により記入すること。 

２ 事業細目は、交付等要綱別表１の７（２）有機ＪＡＳ普及対策事業の経費の欄の区分

により記入すること。 

３ 備考には、経費積算の根拠（単価、員数、日数等を明記した計算式等）を記載するこ

と。 

４ 経費の支出に関する規程（謝金、旅費及び賃金の単価等が分かるもの）等を添付する

こと。 
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第２ 個別事業実施計画添付資料 

①事業名 

 

②事業の目的 

 

③事業の目的を達成するための数値目標 

 （注）目標は、具体的に測定可能な数値目標を設定すること。 

 

④事業の内容 

 

⑤数値目標の達成に向けた計画及びフォローアップ 

（注）事業内容ごとに具体的な計画を記載すること。 
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第３ 環境負荷低減のチェックシート  

 
申請時 

（します） 
１ 適正な施肥 

報告時 

（しました） 

(1) □ 環境負荷低減に配慮した農産物等の調達を検討 
※農産物等の調達を行う場合のみ 

□ 

 

 
申請時 

（します） 
２ 適正な防除 

報告時 

（しました） 

(2) □ 環境負荷低減に配慮した農産物等の調達を検討（再掲） 
※農産物等の調達を行う場合のみ 

□ 

 

 
申請時 

（します） 
３ エネルギーの節減 

報告時 

（しました） 

(3) □ オフィスや車両・機械等の電気・燃料の使用状況の記録・

保存に努める 

□ 

(4) □ 
省エネを意識し、不必要・非効率なエネルギー消費をし

ないこと（照明、空調、ウォームビズ・クールビズ、燃

費効率のよい機械の利用等）を検討 

□ 

(5) □ 環境負荷低減に配慮した商品、原料等の調達を検討 □ 
 

 
申請時 

（します） 
４ 悪臭及び害虫の発生防止 

報告時 

（しました） 

(6) □ 悪臭・害虫の発生防止・低減に努める 
※肥料・飼料等の製造を行う場合のみ 

□ 

 

 
申請時 

（します） 

５ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な

処分 

報告時 

（しました） 

(7) □ プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理 □ 
(8) □ 資源の再利用を検討 □ 

 

 
申請時 

（します） 
６ 生物多様性への悪影響の防止 

報告時 

（しました） 

(9) □ 
生物多様性に配慮した事業実施に努める 
※生物多様性への影響が想定される工事等を実施する

場合のみ 

□ 

(10) □ 排水処理に係る水質汚濁防止法の遵守 
※特定事業場である場合のみ 

□ 

 

 
申請時 

（します） 
７ 環境関係法令の遵守等 

報告時 

（しました） 

(11) □ みどりの食料システム戦略の理解 □ 
(12) □ 関係法令の遵守 □ 
(13) □ 環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努める □ 

(14) □ 機械等の適切な整備と管理に努める 
※機械等を扱う事業者等である場合のみ 

□ 

(15) □ 正しい知識に基づく作業安全に努める □ 
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＜報告内容の確認と個人情報の取り扱いについて＞ 

・ 本チェックシートにて報告された内容については、農林水産省が対象者を抽出し、実施状況

の確認を行います。 

・ 記入いただいた個人情報については、本チェックシートの実施状況確認のために農林水産省

で使用し、ご本人の同意がなければ第三者に提供することはありません。 

上記について、確認しました→□ 

 
（注）１  第６第１項の規定による事業実施計画の作成に当たっては、「申請時（しま

す）」欄の「□」にチェックすること。第８第１項の規定による事業実施状況の報告

に当たっては、その事業実施期間中に本チェックシートに記載された環境負荷低減

の取組を実施したか否かを「報告時（しました）」欄の「□」にチェックすること。 

２ （12）の「関係法令」とは、以下に掲げるものをいう。 

・ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

（昭和54年法律第49号） 

・ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号） 

・ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律

第112号） 

・ 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号） 

・ 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号） 

・ 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法

律（平成19年法律第56号） 
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別記様式３（第７関係） 

 

番   号  

年 月 日  

 

 

 大臣官房総括審議官（新事業・食品産業） 殿 

 

所  在  地 

団  体  名 

代表者氏名 

 

 

令和〇年度有機ＪＡＳ普及対策事業の実施規程の承認（変更の承認）の申請につい

て 

 

 有機ＪＡＳ普及対策事業実施要領（令和７年 12月 16日付け７新食第 1836号農林水産省大臣官

房総括審議官（新事業・食品産業）通知）第７（１）の規定に基づき、実施規程の承認を申請す

る。 

 

 

 

（注）１ 関係書類として実施規程を添付すること。  

   ２ 記載事項及び添付資料が既に提出している資料の内容と重複する場合には、その重複

する部分については省略できることとし、省略するにあたっては、提出済の資料の名称、

資料の提出日、提出に係る手続名その他資料の特定に必要な情報を記載の上、当該資料

と同じ旨を記載することとする。 

３ 添付資料がウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、当該ウェブサイトの URL を記

載することにより当該資料の添付を省略することができる。 
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別記様式４（第７関係） 

 

番   号  

年 月 日  

 

 

 大臣官房総括審議官（新事業・食品産業） 殿 

 

所  在  地 

団  体  名 

代表者氏名 

 

 

令和〇年度有機ＪＡＳ普及対策事業の事業実施計画の報告について 

 

 有機ＪＡＳ普及対策事業実施要領（令和７年 12月 16日付け７新食第 1836号農林水産省大臣官

房総括審議官（新事業・食品産業）通知）第７（３）アの規定に基づき、別添のとおり報告する。 

 

 

 

（注）１ 関係書類として事業実施計画を添付すること。  

２ 記載事項及び添付資料が既に提出している資料の内容と重複する場合には、その重複

する部分については省略できることとし、省略するにあたっては、提出済の資料の名称、

資料の提出日、提出に係る手続名その他資料の特定に必要な情報を記載の上、当該資料

と同じ旨を記載することとする。 

３ 添付資料がウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、当該ウェブサイトの URL を記

載することにより当該資料の添付を省略することができる。 

４ 事業実施計画の変更又は中止に係る報告については、計画を変更又は中止する理由を

記載すること。 

 


